
大会コース コーン標準設置図 

○ 規制図面【別紙Ａ】と照らし合わせてご覧ください 

◆ 全面通行止め区間は設置の必要はありません  

 

◆ 一方通行の規制区間 

 

 

 

 

 

 

・ 路肩に置いてあるコーンを道路中央へ出す 

・ 規制解除次第、元にあった場所（路肩）に戻す 

・ 水倉組～伊勢神明社間の一方通行区間は、幅員が狭いためコーンは設置 

しないが、船山印章店～（小町坂）～益田書店前までは設置する。 

 

◆規制が一方通行・片側交互通行区間 

 

 

 

 

 

・ 路肩に置いてあるコーンを道路中央へ出す（概ねセンターライン上） 

・ 規制時間が終わったら、元にあった場所（路肩）に戻す 

○十字路やＴ字路【例】 

  ※種目によってコーンを組み直す場合があります（例：ランナー3㌔左折→10㌔、5㌔直進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手 

選手 （概ねセンターライン上） 

※用具回収車は 10㌔コース規制終了後に回ります。 

先導車 

先導車 後走車 用具回収車 

（十字路などは選手誘導用のコーンが積んであります。下記の様に使用してください。） 

・コーンは十字路、T 字
路近くに積んでありま
す。必要に応じて使って
ください。 
 
※主要交差点には警察
官が立つ場所もありま
すので、その場合は警察

官の指示で配置してく
ださい。 
 
※規制時間になりまし
たら、配置確認車が回り
ますので、よろしくお願
いします。 


